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�
重
度
心
身
障
�
�
�
児
�
者 

�

医
療
�
�
医
療
証

▼
対
象
と
な
る
か
た

　

次
の
２
つ
の
条
件
の
ど
ち
ら
に

も
該
当
す
る
か
た
。

▽
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
が
、

　

23
万
５
０
０
０
円
以
下
の
か
た

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

　

か
た
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の

　

交
付
を
受
け
て
い
る
か
た
。

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

　

１
級
交
付
を
受
け
て
い
る
か
た
。

③
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け
て

　

い
る
か
た
。

④
国
民
年
金
障
害
等
級
１
級
の
障

　

害
基
礎
年
金
受
給
権
者
。

⑤
精
神
障
が
い
者
で
、
恩
給
法
の

　

特
別
項
症
及
び
第
１
項
症
、
そ

　

の
他
公
的
年
金
各
法
の
障
害
等

　

級
１
級
受
給
権
者
。

⑥
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

　

に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第

　

３
の
１
級
程
度
の
か
た
及
び
別

　

表
第
１
程
度
の
20
歳
以
上
の
か

　

た
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
・
印
鑑
・
対
象
と
な
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
身
体

障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
福
祉

手
帳
・
療
育
手
帳
・
障
害
年
金
証

書
（
障
害
基
礎
年
金
・
そ
の
他
公

的
年
金
の
も
の
）・
恩
給
証
書
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
な
ど
）

※
こ
の
他
に
前
年
ま
た
は
前
々
年

　

の
所
得
額
、
所
得
税
額
の
わ
か

　

る
も
の
が
必
要
に
な
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。

 

�
�
�
�
親
家
庭
等
医
療
�

�

�
医
療
証

▼
対
象
と
な
る
か
た

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
か
た
。

▽
親
の
条
件

　

就
労
な
ど
に
よ
り
18
歳
以
下
の

児
童
を
扶
養
し
て
い
る
か
た
で
、

前
年
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
が

課
税
さ
れ
て
い
な
い
か
た
。
ま
た
、

次
の
ど
ち
ら
か
に
あ
て
は
ま
る
か

た
。

①
配
偶
者
が
な
い
か
た
。

②
配
偶
者
が
、
障
が
い
に
よ
り
長

　

期
に
わ
た
っ
て
労
働
能
力
を
失

　

っ
て
い
る
か
た
。

▽
子
の
条
件　

次
の
ど
ち
ら
か
に

あ
て
は
ま
る
か
た
。

①
18
歳
以
下
で
前
述
の
親
に
扶
養

　

さ
れ
て
い
る
か
た
。

②
18
歳
以
下
で
父
母
の
い
な
い
か

　

た
（
養
育
し
て
い
る
か
た
の
前

　

年
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
な
い
場
合
）。

※
子
が
条
件
②
に
該
当
す
る
場
合

　

は
、
養
育
者
の
か
た
は
対
象
に

　

な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

対
象
と

な
る
か
た
の
保
険
証
・
印
鑑

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
か
た
は
、
就
労
し
て
い
る
こ

　

と
が
わ
か
る
も
の
が
必
要
に
な

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
額
、

　

所
得
税
額
の
わ
か
る
も
の
が
必

　

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

�
子
育
�
支
援
医
療
�
�
医

�

療
証

▼
対
象
と
な
る
か
た

　

所
得
額
が
次
の
額
に
満
た
な
い

か
た
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
就
学
前

の
乳
幼
児
と
小
学
生
。
た
だ
し
、

第
３
子
以
降
の
お
子
さ
ん
は
、
所

得
に
関
係
な
く
該
当
し
ま
す
。

※
第
３
子
以
降
と
は
、
18
歳
以
下

　

の
子
を
３
人
以
上
扶
養
し
て
い

　

る
場
合
の
３
人
目
以
降
の
お
子

　

さ
ん
の
こ
と
で
す
。

扶
養
親
族
が
０
人
…
４
６
０
万
円

　
　

〃　
　

１
人
…
４
９
８
万
円

　
　

〃　
　

２
人
…
５
３
６
万
円

　
　

〃　
　

３
人
…
５
７
４
万
円

　
　

〃　
　

４
人
…
６
１
２
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

お
子
さ

ん
の
保
険
証
・
印
鑑

★
い
ず
れ
の
医
療
証
も
、
助
成
を

　

受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関

　

を
受
診
す
る
際
に
保
険
証
と
一

　

緒
に
医
療
証
を
提
示
し
て
く
だ

　

さ
い
。（
提
示
し
な
か
っ
た
場
合

　

や
、
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診

　

さ
れ
た
場
合
は
、
領
収
書
を
お

　

持
ち
い
た
だ
く
と
、
お
返
し
い

　

た
し
ま
す
。）

�
医
療
証
�
更
新

　

現
在
の　

・　

医
療
証
は
平
成

23
年
６
月
30
日
が
有
効
期
限
で
す
。

引
き
続
き
交
付
希
望
の
か
た
は
更

新
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

有
効
期
限
を
確
認
の
う
え
、
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
更
新
の
時
期

　
　

６
月
27
日
（
月
）

　

〜
７
月
１
日
（
金
）

※
な
お
、
新
規
の
申
請
は
随
時
受

　

け
付
け
て
い
ま
す
。

中
学
�
年
生
�
�
�
医
療
費
助
成

�
�
�
�
�
元
気
�
子
事
業
�

　

町
内
に
住
所
の
あ
る
お
子
さ
ん

に
対
し
て
、
医
療
費
の
助
成
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
か
た

町
内
に
住
所
が
あ
り
、
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
０
歳
〜
中
学
３

年
生
ま
で
の
お
子
さ
ん
全
員
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

お
子
さ

ん
の
保
険
証
・
医
療
費
の
領
収
書

・
印
鑑
・
両
親
ど
ち
ら
か
の
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の
・
申
請
書

（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

※
申
請
書
は
お
子
さ
ん
ご
と
に
１

　

枚
ず
つ
必
要
で
す
。

※
申
請
は
受
診
し
た
月
の
翌
月
か

　

ら
１
年
以
内
に
手
続
き
く
だ
さ

　

い
。

▼
医
療
証
・
医
療
費
助
成
の
申
請

窓
口

　

役
場
１
階
２
番
受
付

■
問
い
合
わ
せ　

町
民
課
国
保
医

療
係
（
☎
85

－

６
１
３
０
）

親

子

親

身

医
療
証
�
�
�
�

親

身

　

町
で
は
医
療
費
の
一
部
を
負
担
し
、
そ
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
次
の
医
療
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

身


